
 

 

 

平成 25年 6月 12 日 

各  位 

 

仙台市青葉区一番町二丁目１番１号 

株式会社 仙 台 銀 行 

 

投資信託取扱商品の追加について 

 

株式会社仙台銀行（本店 仙台市 頭取 三井精一）では、お客さまの多様なニーズにお応え

するため、平成 25年 6月 17 日（月）から投資信託のラインナップに 2商品を新たに追加します

のでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．追加の概要 

 （1）現在の投資信託ラインナップに 2商品を新たに追加します。 

 （2）当行で販売する投資信託商品は、合計 20商品になります。 

 

２．新たに追加する商品 

 

主な 

投資対象 
商品名 運用会社名 特徴 

海外債券 

エマージング・ソブリン・ 

オープン（毎月決算型） 

【為替ヘッジあり/ 

為替ヘッジなし】 

国際投信投資顧問 

エマージングカントリ－（新興

国）のソブリン債を主要対象国

として分散投資を行ない、高水

準かつ安定的なインカムゲイン

の確保とキャピタルゲインの 

獲得を目的として運用を行ない

ます。 

海外不動産 

ダイワ・US-REIT・オープン 

（毎月決算型） 

A コース（為替ヘッジあり） 

B コース（為替ヘッジなし） 

大和証券 

投資信託委託 

米国リート（不動産投資信託）

に投資し、配当利回りを重視 

した運用により信託財産の成長

を目指します。 

 

3. 取扱開始日 

  平成 25年 6月 17 日（月） 

  

4. 取扱店舗 

  東京支店を除く全営業店 

 



 

 

 

＜投資信託のご注意事項＞ 

 

【全般的事項】 

●投資信託は預金商品ではなく、当行は元本・分配金を保証しておりません。 

●当行でご購入いただいた投資信託は、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。 

●投資した資産の減少を含むリスクは、投資信託のご購入者に帰属します。 

●投資信託の設定・運用は投資信託委託会社（運用会社）が行い、信託財産は受託銀行で分別

管理されます。 

●投資信託のお取引に関して、金融商品取引法第 37条の 6の規定（いわゆるクーリングオフ）

の適用はありません。 

 

【投資信託のリスク】 

●投資信託の主なリスクには、金利変動リスク・為替変動リスク・信用リスク・流動性リスク・

カントリーリスク・株価変動リスク等があります。また、一部の投資信託には、信託期間中

に中途換金ができないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものなどがありま

す。詳細は当該ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）をよくお読みください。 

 

【投資信託に関する費用】 

●投資信託には、購入・募集または換金時などに手数料がかかるものや、信託財産留保額が 

控除されるものがあります。なお、信託報酬などの諸費用は、信託財産から支払われます。 

●投資信託に関する費用等は次のとおりとなります。 

＜お申込手数料＞基準価額に対して最大 3.15％（税込） 

＜信託報酬＞純資産総額に対して最大年率 2.10％（税込） 

＜信託財産留保額＞基準価額に対して最大 0.50％ 

＜その他費用等＞監査費用・組入有価証券の売買の際に発生する手数料等がございます。 

なお、お客さまにご負担いただく費用等の合計額については、お申込金額や保有期間等に 

応じて異なりますので、表示することができません。詳細は当該ファンドの投資信託説明書

（交付目論見書）をよくお読みください。 

 

●投資信託の購入を検討する際は、必ず最新の契約締結前交付書面（投資信託説明書（交付 

目論見書）および目論見書補完書面（投資信託））をよくお読みになり商品内容を確認のうえ、

ご自身でご購入の判断をしてください。なお、契約締結前交付書面は、当行の本支店の店頭

にご用意しております。（東京支店を除く全営業店にてお取扱いいたします。） 

●投資信託の普通分配金と売買益については、復興特別所得税を付加した 10.147％（平成 26

年 1月からは 20.315％）の税金が差し引かれます。 

 

 

 

 

 

                     

本件に関する問合せ先 

推進部窓販営業課 内山
うちやま

・佐野
さ の

 

℡ 022-225-8955 

株式会社 仙台銀行 

登録金融機関 東北財務局長（登金）第 16号 

加入協会：日本証券業協会 


